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消
費
者
契
約
法
及
び
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
六
号
中
「
そ
の
ま
ま
で
は
当
該
消
費
者
に
重
大
な
不
利
益
を
与
え
る
事
態
が
生
ず
る
旨
を
示
し
て
そ
の

不
安
を
あ
お
り
、
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
確
実
に
そ
の
重
大
な
不
利
益
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

を
「
当
該
消
費
者
又
は
そ
の
親
族
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
現
在
生
じ
、

若
し
く
は
将
来
生
じ
得
る
重
大
な
不
利
益
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
不
安
を
あ
お
り
、
又
は
そ
の
よ
う
な
不
安
を

抱
い
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
そ
の
重
大
な
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
一
年
間
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
第
六
号
に
係
る
取
消
権
に
つ
い
て
は
、
三
年
間
）
」
を
、
「
五

年
」
の
下
に
「
（
同
号
に
係
る
取
消
権
に
つ
い
て
は
、
十
年
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
消
費
生
活
相
談
」
の
下
に
「
及
び
消
費
者
紛
争
（
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
者
紛
争
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

（資料2）
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（
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
適
格
消
費
者
団
体
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
と
と
も
に
、
」
を
「
こ
と
、
消
費
者
紛
争
を
予
防
す
る
た
め
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
並
び
に
」
に
改
め
、

「
手
続
を
」
の
下
に
「
適
正
か
つ
迅
速
に
」
を
加
え
る
。

第
十
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

六

適
格
消
費
者
団
体
が
行
う
差
止
請
求
関
係
業
務
（
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
差
止
請
求
関
係
業

務
を
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
和
解
仲
介
手
続
の
計
画
的
実
施
）

第
二
十
三
条
の
二

委
員
会
は
、
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
を
実
現
す
る
た
め
、
和
解
仲
介
手
続
を
計
画
的
に
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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２

当
事
者
は
、
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
を
実
現
す
る
た
め
、
委
員
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続
の
計
画
的
な
実
施
に
協
力
す

る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
仲
裁
の
手
続
の
計
画
的
実
施
）

第
三
十
二
条
の
二

委
員
会
は
、
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
を
実
現
す
る
た
め
、
仲
裁
の
手
続
を
計
画
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

当
事
者
は
、
適
正
か
つ
迅
速
な
審
理
を
実
現
す
る
た
め
、
委
員
会
に
よ
る
仲
裁
の
手
続
の
計
画
的
な
実
施
に
協
力
す
る

も
の
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
セ
ン
タ
ー
は
、
消
費
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消
費
者
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
事
業
者
の
名
称
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
条
第
七
号
」
を
「
第
十
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
契
約
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項

第
六
号
（
消
費
者
契
約
法
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後

に
さ
れ
る
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
申
込

み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
に

係
る
取
消
権
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
者
契
約
法
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
取
消
権
の
時
効
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
完
成
し
て
い
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
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況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
二
十
九
号
中
「
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号
」
に
改
め
る
。

（
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
第
四
項
中
「
第
十
条
第
七
号
」
を
「
第
十
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

（
消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
の
う
ち
消
費
者
契
約
法
第
六
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
第
六
号
」
を
「
同
条
第
三
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
第
十
条
第
七
号
の
改
正
規
定
中
「
第
十
条
第
七
号
」
を
「
第

十
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。
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理

由

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
し
て
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
を
更
に
図
る
た
め
、
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承

諾
の
意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
取
消
権
の
行
使
期
間
を
伸
長
す
る
等
の
措
置
を
講

ず
る
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
業
務
と
し
て
適
格
消
費
者
団
体
が
行
う
差
止
請
求
関
係
業
務
の
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
業
務
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。




